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移転価格における一括調整の実務と
留意点

本ニュースレターの内容は、一般的情報をご参考までに提供するものです。
具体的な個別の案件に対するアドバイスが必要な場合は、EY台湾にご相談ください。

本ニュースレターの内容について、ご不明な点などがございましたら、いつでもサ
ポートをいたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。

▪ はじめに

多国籍企業においては、グループ全体の移転価格リスクを踏まえた価格
決定モデルを構築し、グループ内の利益配分が移転価格ポリシーに適合
するよう管理することがあります。また、年度中または年度末において、グ
ループ間で移転価格の一括調整の対応を実施し、二重課税のリスクを低
減させる実務も見受けられます。

この点、台湾財政部は、多国籍企業が独立企業間原則の下で合理的な
税負担を確保すべく、2019年11月15日、台財税第10804629000号の
解釈令を公表しました。これによって、2020年度より、一定の要件を満た
し、かつ関連する税金を納付した場合には、営利事業者の関連者間取引
に係る移転価格の一括調整を行うことが認められることとなりました。

以降、移転価格の一括調整の申請制度導入より5年が経過しましたが、こ
れまでも多くの議論が行われてきました。そして、財政部関務署は2022年
4月22日に台関稽字第1111004753号の解釈令を公表し、関務署にお
ける課税価格の確定作業手続、運用及び審査方法は既に確立しつつあり
ます。このため、多国籍企業は、グループの事業状況及び利益配分の妥
当性を定期的に見直し、グローバル展開にともなう税務リスクを適切に管
理する必要があります。

今月のJBS NEWSLETTERでは、移転価格における一括調整にてよく見

られる実務を基に制度及び留意事項についてお伝えします。内容にご不
明な点がございましたら、弊所の税務チームまでお気軽にご連絡ください。

▪ 今回お伝えしたいポイント

▪ 移転価格の一括調整に係る要件、スケジュール

▪ これに関連する営利事業所得税申告、移転価格に関する留意事項
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移転価格における一括調整の実務と留意点

2019年11月15日に公表された台財税第10804629000号令に基づき、営利事業者の関連者間取引に

ついて、以下の要件を満たし、かつ対応を行うことで、会計年度末前に移転価格の一括調整を実施するこ
とができます。

関連法令規定—申請要件

営利事業者の関連者間取引に対して、会計年度末前に移転価格の一括調整を実施する場合、以下の要
件を満たす必要があります。

◼ 当該関連者間取引の関与者が、事前に取引条件及び全ての価格決定に影響する全ての要因につい
て合意に達しており、かつ当該協議に基づく調整金額に関する債権・債務を会計帳簿に計上している
こと。

◼ 当該関連者間取引の関与者が、同時に対応する調整を実施すること。

関連法令規定—関連税金及びその申告時期

◼ 関税：貨物の輸入通関時、輸入申告書において「会計年度の移転価格一括調整の処
理を実施」する旨を明記し、暫定価格に基づいて、税関へ保証金の納付による先行通
関審査の申請をする。また、会計年度終了後1カ月以内に、申請書及び関連資料（注）
を税関に提出し、関税法における課税価格規定による審査を申請する。

◼ 営業税及び貨物税：関税申告と併せて税関の審査後に課税される。

有形資産の移転に関する関連者間取引1

有形資産の移転以外の関連者間取引2

◼ 営業税：会計年度最終1期の売上額、未払税額あるいは過払税額とともに、所在地
             の国税局に営業税を申告する。

◼ 貨物税：会計年度最終月の出荷貨物の税金とともに、所在地の国税局に貨物税
             を申告する。

◼ 所得税：所得税法の関連規定により源泉税の追徴・還付を行う。

（注）申請書に記載すべき事項及び関連資料は以下の通り：

◼ 申請して確定した課税価格の輸入申告書の番号、項目、暫定価格及び正式なインボイス価格

◼ 取引価格決定の理由、あるいは価格計算方法

◼ 取引契約書、正式なインボイス、支払証明、及びその他の関連書類の添付
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移転価格における一括調整の実務と留意点

申請・審査スケジュール（有形資産の移転にて暦年制会計年度の場合）

2019年11月15日に財政部が公表した台財税第10804629000号令及び2022年4月22日に財政部関
務署が公表した台関稽字第1111004753号令に基づく、申請及び審査スケジュールの例は以下の通り
です。

2025/1/1

2025/12/31

会計年度期間
（輸入貨物の通関段階）

会計年度終了後
1カ月以内（注3）

（延期不可）

税関は申請書受付日の翌日から
4カ月以内に処理しなければならな
い（案件の複雑性に応じて1回に限

り延長することができ、その期間は
最長2カ月を超えてはならない）

貨物の通関前に「輸入貨物仮担保先行通関申
請書」を記入し、見積インボイス及び貨物価格
申請書を添付した上で、税関へ暫定価格にて
保証金の納付による先行通関審査を申請し、
輸入申告書に関連事項を申告する（注1）

申請書類及び関連資料を税関の担当部署
（注2）へ提出の上、課税価格の確定を申請する

税関は関税法の課税価格規定に基づき、課税
価格を審査し、輸入貨物に係る関税及び関連
代行徴収税費の追徴または還付を行う

2026/1/31

2026/5/31

営利事業は、営利事業所得税申告書の規定に
基づき、調整事項を開示する

営利事業所得税申告
期限日

2026/7/31

1カ月

4カ月

2カ月注1：輸入申告書に以下の事項を申告する。
(1) 特別関係の欄にはコード「138」を記載する。（特別関係あり・会計年度の移転価格一括調整による

課税価格確定案件に該当）
(2) 納税方法の欄に「65」（見積税額）を記載すること。

(3) その他申告事項の欄に「○○○会計年度の移転価格一括調整の処理を実施」、及び会計年度期
間を記載する。

注2：輸入貨物が複数の税関区域に跨る場合、課税価格確定の申請にあたっては、申告件数が最も多
い税関区域を 主な担当税関とする。申告件数が同数である場合は、輸入申告書に記載された課
税価格総額が最も多い税関区域を主な担当税関とする。

注3：申請受付日は、各税関の受付印の日付または郵便消印の日付を基準とする。

課
税
価
格
確
定
の
申
請
段
階
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移転価格における一括調整の実務と留意点

営利事業所得税申告に係る留意事項

財政部は2020年度より、営利事業所得税申告書において、移転価格一括調整を行った場合に開示すべ
き欄及び表を追加しました。その中で、営利事業者は2019年11月15日に公表された台財税第
10804629000号令の要件を満たしているかどうか、及び規定に従い関連税金（費用）を納付しているか
どうかを申告する必要があります。また、開示すべき内容は以下の通りです。

営利事業所得税申告書に開示すべき事項

◼ 営利事業所得税申告書8ページ

営利事業が関連者間取引を行い、会計年度末前に移転価格の一括調整を実施する場合は、以下の書類
を添付する必要があります。

◼ 取引契約

◼ 関連者間取引の関与者が同時に対応する調整を実施していることを証明する書類

◼ 関連税金の調整証憑（有形資産の移転の関連者間取引には関税と税関による徴収代行税金〈営業税
及び貨物税〉を含み、有形資産の移転以外の関連者間取引には営業税、貨物税及び所得税〈源泉
税〉を含む）

◼ 営利事業所得税申告書B6ページ

営利事業所得税申告書に添付すべき書類
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移転価格における一括調整の実務と留意点

その他の留意事項

◼ 税関への課税価格確定の申請について

1. 紛争の回避及び作業コストの増加を防ぐため、営利事業者は申請時期に留意し、関連者間取引の
開始前に、関係会社との取引に関する移転価格文書及び移転価格ポリシーの合理性に関する
説明資料を予め準備しておくことが望ましいです。また、移転価格の一括調整を申請する場合、

当該年度において課税価格の調整を予定している貨物全体を総合的に検討し、同一貨物について
は課税価格の調整幅を一致させる必要があります（注1）。また、会計年度内において移転価格の
一括調整の総額、取引価格の決定理由または価格算定方法を確定する必要があります。

2. 行政手続の簡素化及び利便性向上のため、営利事業者が会計年度における移転価格の
一括調整による課税価格の確定を申請する場合、まず、所定の期限内に税関に確定申請書を
提出し、その後に関連資料を追加提出することが可能です（注2）。

3. 営利事業者は、貨物の輸入時、規定に従い、輸入申告書において「会計年度の移転価格一括調整
の処理を実施」する旨を明記し、税関へ保証金の納付による先行通関審査の申請を行った場合で
も、会計年度終了後1カ月以内に、申請書及び関連資料を税関に提出し、関税法における課税価

格規定による審査を申請しなければ、税関は直ちに課税価格を確定し、保証金を返還します（ただ
し、利息は付されません）。

◼ 営利事業所得税申告について

1. 営利事業者が関連者間取引を行い、会計年度末前に移転価格の一括調整を実施した場合でも、
関連規定の要件を満たし、かつ関連する税金を納付していなければ、当該調整は認められません
（注3）。

2. 営利事業者が移転価格の一括調整を実施した場合、規定に従い、その調整後の取引価格に基づ
いて関税などの税金を納付等する必要があります。規定に従い納付等しなかった場合、調整年度
の営利事業所得税申告において移転価格の一括調整を主張することはできません。

3. 営利事業者が移転価格の一括調整の申請を行った場合であっても、それによって当該年度の

営利事業所得税確定申告に対する徴税機関の移転価格調査が免除されるわけではありません。
もし、調査の結果、取引が独立企業間の原則に適合しないと認定された場合、徴税機関は規定に
従い通常の取引基準に基づいて課税額を調整・確定することができます。当該調整は所得額に
関する調整であり、移転価格の一括調整の範疇には該当しません。そのため、移転価格の一

括調整の申請に基づき納付された関連税金については、税関または徴税機関に対して更正または
還付の申請を行うことはできません。

注1：財政部関務署2024年11月1日プレスリリースより

注2：財政部関務署2024年12月27日プレスリリースより

注3：2024年度営利事業所得税監査における不備事項一覧より

移転価格の一括調整の申請について、その運用及び審査手続は既に確立されつつあり、多国

籍企業においては、グループの事業状況及び利益配分の妥当性を定期的に見直し、グローバ

ル展開にともなう税務リスクを適切に管理する必要があります。
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JBS NEWSLETTER バックナンバーのご案内

JBS NEWSLETTERについて

バックナンバー

バックナンバーの購読のご要望は、ご遠慮なく、当NEWSLETTER最終ページの連絡先、またはEY担当者までご連絡ください。

EY台湾では、JBS NEWSLETTERとして、台湾における日系企業向けに、その時々の会計、税務、法令にかかるトピックに
応じた内容を、日文と中文にてお届けしています。

発行月 タイトル

2025年7月 貸倒損失／貸倒引当金における税務上の留意点

2025年6月 台湾における営利事業の株式売却時の基本税額申告及び計算に関する留意事項

2025年5月 外国籍従業員が台湾で個人所得税を申告する際の留意事項

2025年4月 台湾における個人所得税申告の基本事項及び重要な改正点～2024年度の申告に向けて～

2025年3月 台湾におけるCFC税制

2025年2月 個人に対するミニマムタックス税制～台湾における海外所得の申告・納税と留意事項～

2025年1月 企業に対するミニマムタックス税制～台湾における現行実務と最新動向について～

2024年12月 台湾における不動産税制～新旧税制比較と事例を踏まえて～

2024年11月 研修目的の台湾滞在に関連するよくある誤解と留意事項

2024年10月 営利事業者の解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

2024年9月 旅費、広告宣伝費及び交際費の定義と計上基準～事例を踏まえて～

2024年8月 期限内申告の重要性～申告の基本と過去の判例を踏まえて～

2024年7月 台湾における資本剰余金について～その応用と税務分析～
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その他刊行物・セミナー

台湾に関連する書籍について

これから台湾に進出する場合や既に台湾に進出している場合に備えて、EY台湾より「台湾投資ガイド
（日本語・中文）」、及びEY新日本有限責任監査法人より『台湾の会計・税務・法務Q&A』（税務経理協
会、2024年）といった書籍を発刊しています。

EY Taiwan JBS セミナー

EY台湾JBSでは、年2回、日系企業向けにセミナーを開催しています。夏のセミナーでは、主に台湾の

新任赴任者向けの基本制度を、冬のセミナーでは決算直前に押さえておきたいポイントを解説していま
す。また、共に最新の法令アップデートもご紹介しています。さらに、トピックや特定論点にフォーカスし
た個別セミナーも開催しています。

時期 場所 セミナー内容

2025年7月24日
2025年7月22日

台北（WEB同時配信）
高雄

台湾制度基礎セミナー／台湾法令アップデート

2025年6月5日 台北（WEB同時配信） 税務2大TOPICセミナー（関税、租税優遇）

2024年12月12日
2024年12月10日

台北（WEB同時配信）
高雄

決算直前事例セミナー／台湾法令アップデート

2024年8月22日
2024年8月20日

台北（WEB同時配信）
高雄

台湾制度基礎セミナー／台湾法令アップデート
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